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「国際観光旅客税法取扱通達」新旧対照表 

（注）アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。 

改   正   後 改   正   前 

目次 

１～８ （省略） 

９ 附則第６条（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条

約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位

に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改

正）関係 

10 附則第９条（租税特別措置法の一部改正）関係 

11 様式 

 

１～８ （省略） 

 

９ 附則第６条（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関

する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正）関係 

（「合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なもの」の意義） 

１ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に

基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協

定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律（昭和27年法律第111

号。以下「所得税法等特例法」という。）第９条《国際観光旅客税法の特

例》第１項に規定する「合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なもの」

とは、合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族（以下「合衆国軍

隊の構成員等」という。）が直接その団体活動の用務を遂行することを目

的として本邦から出国し、かつ、その経費が合衆国政府の予算から支払わ

れるものを指すのであるから、合衆国軍隊の構成員等が当該目的以外の目

的で本邦から出国するものは、たとえその経費が合衆国政府の予算から支

払われるものであっても、これに含まないのであるから留意する。 

 

目次 

１～８ （同左） 

（新 設） 

 

 

 

９ 附則第９条（租税特別措置法の一部改正）関係 

10 様式 

 

１～８ （同左） 

  

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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改   正   後 改   正   前 

（「合衆国軍隊の公認調達機関」の意義） 

２ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に

基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協

定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令（昭和27年政令

第124号。以下「所得税法等特例法施行令」という。）第２条の２《国際観

光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等》第１項に

規定する「合衆国軍隊の公認調達機関」とは、合衆国政府の予算によって、

合衆国軍隊全体のために契約を締結し、軍用物資を調達することを専管す

る軍の機関を指称する。 

したがって、所得税法等特例法第２条《定義》第４項に規定する「軍人

用販売機関等」は、これに含まないのであるから留意する。 

 

（国際観光旅客税を免税として取り扱うことができる事業者の範囲） 

３ 所得税法等特例法第９条第１項の規定により合衆国軍隊の構成員等と

締結した運送契約による本邦からの出国について国際観光旅客税を免税

として取り扱うことができる事業者は、国際旅客運送事業を営む者とす

る。 

なお、合衆国軍隊の構成員等が、旅行業者等を経由して、国際旅客運送

事業を営む者と同項の規定により国際観光旅客税が免除される同項の運

送契約を締結する場合にあっては、当該旅行業者等は、当該合衆国軍隊の

構成員等から国際観光旅客税相当額を徴することを要しない。 

 

（合衆国軍隊の構成員等が出国する場合の免税手続） 

４ 合衆国軍隊の構成員等が免税で出国する場合の手続は、次による。 

（１）所得税法等特例法施行令第２条の２第１項に規定する証明書は、所定

の様式に合衆国軍隊の権限ある官憲が署名して証明したものによる。 

（２）合衆国軍隊の構成員等は、当該証明書を国際旅客運送事業を営む者に

提出（旅行業者等を経由する場合を含む。）する。 
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改   正   後 改   正   前 

（証明書の保存） 

５ 国際旅客運送事業を営む者は、合衆国軍隊の構成員等から提出（旅行業

者等を経由する場合を含む。）された証明書を受領し、これを保存する。 

なお、運送契約の締結に当たり旅行業者等を経由した場合であっても、

当該証明書は、当該国際旅客運送事業を営む者が保存しなければならない

のであるから留意する。 

 

10 附則第９条（租税特別措置法の一部改正）関係 

（大使等の範囲） 

１～５ （省略） 

 

（出国表等の保存） 

６ 国際旅客運送事業を営む者は、大使等又は国賓等から提出（旅行業者等

を経由する場合を含む。）された外国公館等用国際観光旅客税免税出国表

又は国際観光旅客税に関する国賓等証明書を受領し、これを保存する。 

なお、運送契約の締結に当たり旅行業者等を経由した場合であっても、

当該出国表又は証明書は、当該国際旅客運送事業を営む者が保存しなけれ

ばならないのであるから留意する。 

 

11 様式 

国際観光旅客税に関する届出等の様式については、別紙のとおり定めたの

でこれにより取り扱われたい。 

１～３ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 附則第９条（租税特別措置法の一部改正）関係 

（大使等の範囲） 

１～５ （同左） 

 

（出国表等の保存） 

６ 国際旅客運送事業を営む者は、大使等又は国賓等から提出（旅行会社を

経由する場合を含む。）された外国公館等用国際観光旅客税免税出国表又

は国際観光旅客税に関する国賓等証明書を受領し、これを保存する。 

なお、運送契約の締結に当たり旅行業者等を経由した場合であっても、

当該出国表又は証明書は、当該国際旅客運送事業を営む者が保存しなけれ

ばならないのであるから留意する。 

 

10 様式 

 （同左） 

 

１～３ （同左） 
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改   正   後 改   正   前 

別紙様式15 

 

 

 

別紙様式15 
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改   正   後 改   正   前 

別紙様式16 

 
 

 

別紙様式16 
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改   正   後 改   正   前 

別紙様式17 

 

別紙様式17 

 
 


